
みんなで作ろう、南砺市⼦どもの権利条例︕

届けよう
子どもの声！

みんなで作ろう
子どもの権利条例

南砺市⻑
田中 幹夫

子どもたちは家庭と地域にとってかけがえのない宝です。今を生きる
子どもたちが、笑顔で暮らせる南砺市であるために、私たち大人は、
しっかりと今をみつめ、より豊かな未来を子どもたちに引き継いでいく
責任があります。
子どもに寄り添い、子どもの声を聞き、子どもと大人が一緒になって、
考え、取り組んでゆくことでよりよい南砺市をつくっていきましょう︕

南砺市政策参与
明橋 大二

「子どもの権利条約」に出会い、『子どもの育ちに大切なことはみん
なこの中に書いてあった︕』と知った時の驚きと感動は今も忘れるこ
とはできません。子どもは、⾃分の意⾒を伝えたり、尊重される活動
を通じて、のびのび生き生きと躍動してゆきます。その姿に、改めて
子どもの⼒はすごい︕と感じます。みんなで条例づくりに取り組みま
しょう︕

子どもの権利条例

保護者のみなさまへ

・多様性を認め合うことができ、人との共存
・自分らしく生きることに自信をもつ
・思いやりの心をもつ
・非認知スキルの向上
・大人も子どもも心豊かな南砺市

一人の人間として権利を尊重される育ち方
自分の意見を表明したり、受け止めて

もらえる経験
子育てが豊かになる環境をつくる

自分の権利を大切にされて育った子どもは、
他の人の権利も守れるようになります。

条例制定を契機に



⼦どもの権利は４つの柱
「考え方も、力も大人より未熟だけど、ひとりの人間だよ」
「子どもはひとりの人間だよ！気持ちを聞いてほしいな」

大人も、子どもも、ひとりの人間として尊重できる社会になったら、
体罰も、虐待も、いじめもなくなる社会になるのではないでしょうか。

子どもの権利を知り、その環境を作るため、守るため大人の力が必要です。
そして、子どもたちは自分らしく精一杯いきいきと成長していく。

そのような未来に希望がもてる豊かな南砺市を条例づくりとともに目指します。

○ このイラストはユニセフから許可を得て掲載しております ○

「⼦どもの権利条約」とは、世界の子どもたちのすこやかな成育を願って1989年に生まれた国際条約です。
日本は1994年に同意を表明。今では、世界196ヵ国に広がっています。子どもたちが未来への希望を持って、
社会の一員としての役割を果たせるように、世界中の人たちが知恵を出し合って作った、子どもたちとの「約束」です。


